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令和６年第６回小鹿野町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和６年７月２５日（木）午後１時３０分～午後１時５５分

２ 開催場所 小鹿野町役場 １階 議場

３ 出席委員 農業委員 （１３人） 農地利用最適化推進委員 （６人）

会長 １０番 黒沢 裕幸

会長職務代理 １番 吉田 恭寛

農業委員 ２番 豊田 均 ３番 加藤 功一 ４番 玉川 寿々子

５番 髙橋 克予 ６番 栗原 静男 ７番 髙岸 友行

９番 町田 考子 １１番 新井 正志 １２番 守屋 善雄

１３番 田嶋 敏男 １４番 樋口 わかな

農地利用最適化推進委員

強矢 福司 黒澤 忠弘 黒澤 八重子

強矢 武夫 入澤 節子 市川 和男

４ 欠席委員

農業委員 （０人）

農地利用最適化推進委員 （２人） 増島 敏雄 千島 政次

＊８番につきましては、辞任により欠番

５ 農業委員会事務局職員

事務局長 田嶋 哲也 事務局 田嶋 明弘

戸田 恭平

６ 議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 議案第１１号

農地法第３条の規定による許可申請の審議について （２件）

日程第３ 議案第１２号

農地法第５条の規定による許可申請の審議について （１件）
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報 告

（１） 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について（２件）

そ の 他
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事務局長

議 長

事務局長

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので只今より令和６年第 6回

小鹿野町農業委員会総会を開催させていただきます。尚、本日は農地利

用最適化推進委員の増島敏雄委員さんより欠席の連絡をいただいており

ます。まだ到着されていない委員さんもいらっしゃいますが、小鹿野町

農業委員会会議規則第６条 在任する委員の過半数を満たしていますの

で、これより総会を開催させていただきます。

それでは、開催に当たりまして、黒沢会長より御挨拶をいただきます。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。大変暑い中ご苦労様です。皆さんは、毎日汗だくになっ

て外の作業を行っていると思います。テレビを見ると山形県の方では雨

が凄く降っています。埼玉県内では昨日竜巻が起こっています。 そのよ

うな状況がいつ我々の所で起こるか分かりませんが、自然を相手に行っ

ていかなければなりません。梅干しを食べたり、牛乳を飲んだり、水を

飲んだりして、この夏を乗り切っていただくようにお願いしたいと思い

ます。本日は何件か議案がありますのでよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。それでは、早速議事に入らせていただきま

す。小鹿野町農業委員会会議規則第４条の規定によりまして、会長に議

長となっていただき議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

議 長 それでは、議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員の指名

指名につきましては私から御指名をさせていただきます。今回は３番

加藤 功一委員さん、４番 玉川 寿々子委員さん、以上２名を御指

名申し上げます。よろしくお願いいたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第２ 議案第１１号「農地法第３条の規定による許

可申請の審議について」（２件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第１１号 農地法第３条の規定による許可申請について審議され

たい。令和６年７月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号１ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

申請地は、田 ３筆 畑 １０筆 計１３筆 面積 計〇，○○○㎡
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事由は、当該地を譲り受けて水稲、野菜や果樹の栽培をしたいとなっ

ております。

相続による農地の所有権の取得等の場合には、相続登記後に届出をし

ていただき、農業委員会にて報告をする案件となりますが、今回の申請

は、相続人以外の方に、遺言により特定遺贈するもので、農業委員会の

許可を受けなければならない案件となります。

譲渡人は、遺言者の○○の○○○であり、遺言公正証書により、遺言

執行人として指定されております。遺言者は、令和〇年〇月に亡くなっ

ており、遺言の効力は発生しております。

本件の申請地は、遺言者の所有する不動産であり、譲受人に遺贈する

と記されております。

譲受人は、他に農地を所有しておりませんが、農作業歴は１６年とな

っております。年齢は７６歳で、主たる職業は○○となっており、年間

通じて農作業に１５０日従事する計画です。トラクターを１台、軽トラ

ックを１台所有しております。作付け予定の作物ですが、田で水稲を、

畑できゅうり、じゃがいも、なすを、果樹はカボスの栽培をする計画と

なっております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の１ペー

ジ目と２ページ目が位置図になります。筆数が多いので２ページに分か

れておりますが、１ページ目に案内図と○○○の公図、２ページ目に○

○の公図を掲載しております。

こちらは、○○○○○○○○○○から東に約○○○ｍに位置しており

ます。

番号１については、以上となります。

番号２ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

申請地は、畑 ３筆 面積 計○○○㎡

事由は、当該地を譲り受けて野菜や果樹の栽培をしたいとなっており

ます。

譲受人は、他に農地を所有しておりませんが、農作業歴は２年となっ

ております。年齢は７４歳で、主たる職業は○○となっており、年間通

じて農作業に２００日従事する計画です。住所は町外となっております

が、申請地に接する土地と建物を所有しており、週に４～６日宿泊し農

作業等を行う計画です。トラクター１台、小型耕うん機１台、軽トラッ

ク１台を所有となっております。野菜や果樹（桃、ブドウ、キウイ、ブ

ルーベリー、スモモ、柿、梨、サクランボ）の栽培をする計画となって
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議 長

６番委員

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

おります。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の３ペー

ジ目が位置図になります。

こちらは、○○○○○○○○○○さんの東、約○○○ｍの位置となり

ます。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をさせていただきます。

番号１ ○○の○○さんの案件です。ここは、代々〇さんの家柄です。

今回相続を〇さんではなく、〇さんに相続するという案件で、申請地を

見て来ました。全体的に草刈りがしてあり、家庭菜園もあり、手入れを

されておりました。田んぼは稲作をしていないですが、草刈りがされて

おりまして、非常に手入れが行き届いていると感じました。

番号２ ○○○○の○○○さんの案件ですが、家庭菜園で、こんにゃ

く、アスパラ、落花生等、非常にたくさん作ってありまして、管理され

ていると感じました。ただ、気になったのは、網がありますが、シカが

相当出ますので、あの網では駄目だと思いました。地元の委員さんから

是非、シカ対策を勧めていただければと思いました。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい。

はい、どうぞ。

番号２の案件です。この方は、○○〇〇に居住しているとのことです。

現地確認の報告で、シカ対策の必要があるという状況を報告していただ

きました。このことに対する町の補助金制度ですと、この方は町外の方

ですから、獣除けの柵については、対象外になると思います。以前、三

山地区で裁判になった事例があると聞いています。農地が現状あるので、

住所が町内に限らず、農地に対して助成をするようにしないと前回のよ

うなトラブルになりかねないと思います。その辺を危惧しています。小
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議 長

事務局長

議 長

１番委員

議 長

１番委員

議 長

事務局

鹿野町に転入していただけば問題は無いと思いますが、受付時の指導等

をしっかりしていただければと思います。

補助金制度については、町内に住所が無いと対象外ということですね。

そのことについて事務局長よりお願いいたします。

お答えさせていただきます。現在の防護柵の補助金の要綱によります

と、小鹿野町に住民登録が無いと補助することが出来ないような規定に

なっていますので、現状では○○〇さんに補助することは出来ません。

農地の隣りに家屋があり、所有権があるということですので、小鹿野町

に移住していただければと思います。移住していただけば対象になりま

す。○○〇さんからお話しがあった際は、このようなご案内をさせてい

ただきたいと思います。

この方は、元々○○の出身です。家を買って農地も譲り受けるという

ことだと思います。

他にございますか。

はい。

はい、どうぞ。

番号１についてお聞きします。譲渡人と譲受人が同じ人ということで

す。執行人というのは、この農地の権利を持っているということでよろ

しいでしょうか。どのようなことで譲渡人と譲受人が同じ人なのか分か

りません。その辺を教えていただきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

まず、譲渡人の説明になります。遺言執行人というのは、民法の方で

規定されているもので、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相

続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有

する方とされております。遺言通りに行うことの役目を担う方となりま

す。それに対して譲受人は、遺言に添った内容で権利を受ける方となっ

ています。同じ人ではありますが、役割が違うと思います。
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１番委員

事務局

１番委員

事務局

議 長

１番委員

議 長

議 長

議 長

分かったような、分からないような、難しいような気がします。要す

るに、農地の所有者は○○○○さんではないということですね。

現時点での所有者とすると、亡くなった方の財産を管理しているのが

遺言執行人の方で、譲受人としてまだ譲り受けてはいないということに

なります。

所有者が生きていれば所有者の名前になると思いますが、亡くなって

いるので、このような形になるのですね。

はい。管理する方の名前になるということです。

よろしいですか。

はい、分かりました。ありがとうございました。

他にございますか。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第２ 議案第１１号 農地法第３条の規定による許可申請の審議

について（２件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可

相当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第３ 議案第１２号「農地法第５条の規定による許

可申請の審議について」（１件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第１２号 農地法第５条の規定による許可申請について審議され

たい。令和６年７月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸
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議 長

強矢武夫

推進委員

議 長

番号１ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

申請地は、田 １筆 面積 ○○○㎡

転用目的は、車庫用地です。

申請事由は、車両の増加に伴い、譲渡人の土地を借りて車庫を新築す

るためとのことです。

今回の申請地は、令和〇年頃から砂利敷きにして、駐車場用地として

いたとのことで、始末書の添付がされており、追認案件となります。

現在使用している駐車場の状況ですが、所有と借り入れを合わせて５

筆、面積は計〇，○○○㎡あり、うち３筆は国道沿いにあります。所有

する重機車両等は、バックホウ１０台、大型トラック３台、中型トラッ

ク３台、普通トラック１０台、軽バン１０台、軽トラック１０台とのこ

とです。今回の申請地では、車庫を新築し、普通トラック６台の駐車に

利用する計画となっております。隣地の畑の所有者の同意書も添付され

ております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の４ペー

ジ目が位置図になります。

こちらは、○○○○○○○○○○○から東に約○○ｍ離れた場所に所

在する土地です。

以上で、事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

お世話になります。現地の状況ですが、建屋の庭とは地続きになって

います。田であるべき場所が、以前より他の目的で使用していたと思わ

れます。建物は建っていませんでした。敷地内には砂利が敷き詰められ

ていまして、周りにはブロックが積み上げられて塀になっています。周

りの田んぼより５０ cmくらいかさ上げがしてあるように感じます。ブ
ロックは黒く変色をしておりまして、随分長い時間が経っていると思い

ました。建屋の庭とは平らになっています。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

（質疑無し）
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議 長

議 長

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第３ 議案第１２号 農地法第５条の規定による許可申請の審議

について（１件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可

相当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

議 長

続きまして、報告に移ります。

（１）農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について（２件）

事務局より説明をお願いいたします。

報告

（１）農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について（２件）の説明をさせていただきます。

報告１ 農地法第１８条第６項の規定による通知があったもの 令和

６年７月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号１ 賃貸人、賃借人、契約地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

番号２ 賃貸人、賃借人、契約地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

番号１及び２は、農地中間管理事業による貸借で、合意解約の通知が

ありました。番号１の２筆と番号２の２筆が対応するものとなります。

番号１の残りの１筆については、現時点では通知は届いておりませんが、

今後通知が届くと思われます。

以上で、事務局からの説明とさせていただきます。

今回は、６ヶ月後の確認はありませんのでよろしくお願いいたします。

議 長

事務局

続きまして、その他に移ります。

事務局よりお願いいたします。

机上に通知を配布させていただきました。令和６年度農地利用最適化

活動活性化研修会の開催についての通知が埼玉県農業会議よりありまし

た。昨年行かれた方もいらっしゃるかと思いますが、令和６年９月１１
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議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

議 長

日 水曜日 午後１時より午後３時３０分までを予定しています。場所

は、羽生市産業文化ホール（大ホール）で、現地開催のみとなっており

ます。昨年同様、公用車の乗り合わせを予定しております。出発時間は

来月の総会時にお伝えします。ご都合を確認していただいて、出席希望

の方は本日、又は今月中に事務局まで連絡をいただければと思います。

欠席される方は連絡をいただかなくて大丈夫です。よろしくお願いいた

します。

他にございますか。

はい。

はい、どうぞ。

令和６年度の会費の集金ということで通知をいただきましたが、昨年

度につきましては、会計報告をいただいていないです。過去に農業委員

会の事務の関係で不祥事が生じていますので、会計報告をしなければい

けないと思います。農業委員会の委員さんから監査を受けて会計処理を

行うことで、不祥事の防止にも繋がりますし、役場を辞めざるを得なく

なった職員のような事案に発展しないと思います。そのような仕組みを

作って欲しいと思います。

一言申し上げます。今まで農業委員会の通帳は作っていませんでした。

このことを私は知りませんでした。今までは皆さんから預かった現金を

机の中に入れて置いて、その都度支払っていたようです。それは、よろ

しくないということで、通帳を作っていただきました。現在は通帳管理

になっていますので、年度で会計報告をする時は、皆さんに確認してい

ただいて、処理をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

他にございますか。

（無し）

皆さんから無いようですので議長の席を降ろさせていただきます。あ

りがとうございました。
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事務局長 スムーズな議事進行にご協力いただきましてありがとうございまし

た。

以上を持ちまして令和６年第６回小鹿野町農業委員会総会を閉会させ

ていただきます。非常に暑い日になっておりますので、皆さん、体に十

分気を付けていただいて、農業に励んでいただければと思います。大変

お疲れ様でした。


